
軽減区分
通常月

（４～７月、９～翌２月）
８月

夏休み期間

（７月21日～８月31日）
３月

通常 ９，５００円 １４，０００円 １７，４００円 １２，０００円

（１） ５，７５０円  ８，０００円 １０，０６０円  ７，０００円

（２） ２，０００円  ２，０００円  ２，７２０円  ２，０００円

延⾧利用料

（日額）

軽減区分
通常月

（４～７月、９～翌２月）
８月

夏休み期間

（７月21日～８月31日）
３月

通常 ７，５００円 １２，０００円 １４，６００円 １０，０００円

（１） ４，５５０円  ６，８００円  ８，３８０円  ５，８００円

（２） １，６００円  １，６００円  ２，１６０円  １，６００円

延⾧利用料

（日額）

※¹ 児童手当とは異なります。

※² 軽減該当となる児童は年齢が上の児童です。

放課後児童クラブ利用料金一覧表

（２）

（１）

① 生活保護世帯

利用料

（月額）

１００円／回（上限１，０００円／月）

【葵区・駿河区・由比・蒲原東】に所在するクラブ

【清水区（由比・蒲原東以外）】に所在するクラブ

利用料

（月額）

１００円／回（上限１，０００円／月）

② 児童扶養手当全部支給世帯 ※¹

③ 市町村民税非課税世帯

④ 兄弟姉妹同時利用世帯（２人目）※²

④ 兄弟姉妹同時利用世帯（３人目以降）※²

軽減該当事由


